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■ 効果額の合計      ７，４９０百万円 （全会計・事業費ベース） 

■ 効果額の内訳                

Ⅰ 簡素で活力ある市役所の構築         ７２１百万円 

○ 人員の削減                   ２４５百万円   

○ 職員給与の適正化等                ４７６百万円   

 

Ⅱ 外郭団体改革                ３３９百万円 

○ 外郭団体への補助金の精査             １９百万円      

○ 公益財団法人の基本財産等の返還          ３２０百万円   

 

Ⅲ 官民の役割分担と持続的な仕事の見直し  ６，３７２百万円  
          〔※人件費相当分除く〕 

【官民の役割分担関連】 

○ 定型的業務の民間委託化              ４８５百万円 
〔うち人件費相当分４７５百万円〕 

○ 民間事業としても行われている業務の見直し    １５５百万円  
〔うち人件費相当分７３百万円〕 

   

【持続的な仕事の見直し関連】 

○ 官民の役割分担に関する見直し            ６９百万円 
〔うち人件費相当分４０百万円〕    

○ 事業内容等の見直し               ５６７百万円 

○ 未利用市有地の売却             １，９２７百万円  

（うち戸畑Ｄ街区関連施設跡地活用分）           （１，０２５百万円）  

○ 特別会計の剰余金の活用等            ５１０百万円 

○ その他裁量的経費の見直し            ３，２４７百万円  

 
 

 
 
 

１ 平成３０年度 行財政改革取組結果について 

Ⅳ 公共施設のマネジメント              ５８百万円 

○ 施設分野別実行計画の推進              ５８百万円 
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２ 改革の柱（取組項目数１２９件 ） 

Ⅰ 簡素で活力ある市役所の構築について（効果額：７２１百万円） 

1 課題解決型・成果重視型組織の構築に向けた具体的な取組み 

項 目 内 容 所管局 

（１） 組織マネジメント 

1 目 標 管 理 に よ る 組 織 

運営 

目標管理制度の定着を図るため、新任課長に対して、

制度の趣旨・目的や重要性等についての研修を実施  

した。 

 

総務局 

2 課題解決型の組織体制

の構築 

 組織については、市民ニーズや社会情勢等を踏まえ、

市の成長戦略や市民ニーズが高い分野などについては、

機動的かつ効果的に対応できるよう、組織体制の強化を

図った。 

 

総務局 

3 管理職の見直し  管理職については、職員全体の削減に応じた見直しを

行うとともに、その時々に応じて強化すべき分野には 

必要な人員を配置するなど、きめ細かな人員配置に努め

た。 

 

総務局 

（２） 人事制度の抜本的見直し 

１ 人事評価制度の再構築 

 目 標 管 理 に よ る 組 織 

運営 

【再掲】 

 

（２）ページの再掲 総務局 

新 た な 評 価 基 準 に  

基づく評価制度の構築 

新たな評価基準、評価要素について定着を図るため、

新任課長や新任係長に対する講義型の研修に加え、係長

級以上の全職員を対象に、e ラーニングによる評価者

研修を実施した。 

 

総務局 

新たな人事評価制度の 

運用 

平成２８年度に運用を開始した人事評価システムに

ついて、運用範囲を拡大することにより、作業負担の 

軽減につなげた。 

 

総務局 

２ 職責・実績の処遇への反映 

 人 事 評 価 結 果 の 勤 勉 

手当・昇給への反映 

人事評価結果に応じて昇給幅にきめ細かく差をつけ

る「査定昇給制度」を引き続き実施した。 

また、職務の困難度に応じた管理職手当・管理職加算

の設定及び勤勉手当支給における目標管理制度の活用

など、評価結果の給与への反映を引き続き行った。 

 

総務局 

効 果 的 な 昇 任 制 度 の 

運用 

受験者の負担を軽減するために、平成２７年度に主査

試験と係長試験を一本化した。 

また、ベテラン職員を対象に、主査職【スペシャリス

トコース（税・福祉）】区分の試験を、引き続き実施   

した。 

 

人事委員会 

総務局 
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項 目 内 容 所管局 

３ 専門性の向上等 

 人事異動の柔軟な運用 平成２７年度定期異動方針より、 

①在課年数に縛られない異動の実施 

②業務内容や職務の習熟度に応じた、若手職員の短期間

でのローテーション（多様な業務経験の付与）の実施 

を掲げ、人事異動の柔軟な運用をより一層推進すること

とし、平成３０年度も引き続き実施した。 

また、自ら選択した分野で専門性を高めることができ

る仕組みとして、平成２７年度から導入したスペシャリ

スト職員認定制度（税・福祉分野）を引き続き実施した。 

 

総務局 

若 手 職 員 の キ ャ リ ア 

形成支援 

人事部門とのコミュニケーションを通じて若手職員

のキャリア形成を支援するため、人事部職員が採用３年

次及び採用６年次職員と直接面談を行う「キャリア  

面談」を引き続き実施した。 

また、職員が自らの目標や中長期的なキャリアプラン

について、各所属で上司と自由に意見を交換する「新年

度面接」を実施するよう、引き続き促した。 

 

総務局 

指導育成環境の整備 平成 29 年 4 月より、指導育成担当係長を 2 名から

3 名に増員し、勤務実績が良くない職員に対して定期的

に面談を行うとともに、所属を交えて、対象職員の能力

向上のアドバイス等を行うなど、勤務実績が良くない 

職員等の指導育成環境を強化した。 

  

総務局 

４ 性別に関わらず能力が 

発揮できる職場の実現 

（女性活躍推進） 

「女性活躍推進アクションプラン第２期計画（平成 

２６～３０年度）」に基づき、女性職員キャリア研修や

メンター研修等、性別にかかわらず、一人ひとりがその

意欲と能力を最大限に発揮できる取組みを行った。 

 

総務局 

５ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭生活や地域活動等

と 両 立 し や す い 職 場 

環境づくり 

育児休業取得の意義等を職員に伝えるため、上司と 

子どもの生まれる男性職員の面談を制度化するなど、 

男性職員の育児参加を推進したことにより、男性職員の

育児休業取得率が向上した。 

また、ワーク・ライフ・バランス研修等により、      

ワーク・ライフ・バランスの必要性や考え方についての

理解促進と実践に向けた取組みを進めることができた。 

 

 

総務局 

内部事務の効率化 総務事務センターについては、令和元年度及び令和 

２年１０月からの第３期契約に向け、さらなる委託拡大

を図るため、事務の洗い出し等を行った。 

定型業務の自動化については、人事業務等にＲＰＡを

試行導入し、業務効率化に係る検証を行うとともに、 

ＡＩやＲＰＡ等を活用して効率化できる可能性のある

業務の洗い出しを行った。 

 

 

総務局 
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項 目 内 容 所管局 
働き方の見直し 第三期北九州市特定事業主行動計画「北九州市職員 

ダイバーシティ推進プログラム」に基づき、テレワーク

のトライアルや働き方見直し実践部署コンサルティン

グでの業務改善の実施、全管理職がイクボス宣言を行う

などの市職員のワーク・ライフ・バランスの推進や業務

の効率化、職員の両立支援に向けた取組みを推進した。 

 

総務局 

時間外勤務の縮減  平成２６年度比２０％削減を目指して下記の取組み 

を実施した。 

・予算編成、人事異動事務の効率化等のほか、各局の  

マネジメントによる業務見直し（しごと改革）を実施 

・働き方見直しに関する業務改善（コンサルの活用） 

・共通業務の標準化 

・ノー残業デイ、ノー残業マンス、一斉消灯日の実施 

・時間外勤務の適正管理 

・時間外勤務時間数について現状把握及び幹部会への 

報告 

・時間外勤務削減に資する研修（全課長対象）の実施 

・勤務時間の割振り変更の柔軟な活用 

・きめ細やかな職員配置 

・繁忙期における臨時職員の活用 

・時間外勤務削減に取り組んだ優秀部署の表彰 

 

総務局 

 

2 簡素で効率的な組織・人員体制に向けた具体的な取組み 

項 目 内 容 所管局 

（１） 組織・人員体制 

１ 簡素で効率的な組織・人員体制の構築 

 行 政 運 営 を 行 う の に 

相 応 し い 人 員 体 制 の 

構築 

官民の役割分担の見直しに基づく民営化・民間委託化

の推進や事務改善など、仕事や組織のあり方の見直しに

より、更なる業務の効率化を進め、簡素で効率的な人員

体制の構築を行った。 

また、市の成長戦略や市民ニーズが高い分野、地方 

分権の推進に伴う権限移譲により業務量が増大した 

分野など、必要な部署には必要な人員を配置するなど、

きめ細かな人員配置にも努めた。 

〇職員数８，２３６人（２１人減）（平成３０年４月１

日現在） 

 

総務局 

管理職の見直し 

【再掲】 

 

（２）ページの再掲 総務局 

係長級・主査発令数の

抑制 

係長・主査については、管理職（課長級以上）と同様

に、事務事業や組織の見直し、民営化・民間委託化など

により、必要性を検証するとともに、市の成長戦略や 

市民ニーズが高い分野、地方分権の推進に伴う権限移譲

への対応が必要な部署には人員を配置するなど、きめ 

細かな人員配置に努めた。 

総務局 



５ 
 

項 目 内 容 所管局 

 課題解決型の組織体制

の構築 

【再掲】 

 

（２）ページの再掲 総務局 

内部事務の効率化 

【再掲】 

 

（３）ページの再掲 総務局 

仕事のやり方の見直し
(「しごと改革」の推進) 

組織全体で、仕事のやり方の見直しや時間外削減など

働き方の見直しに取り組むため、「しごと改革」を実施

した。  

各局において時間外勤務の実態把握を行うとともに、

効果が見込まれる取組みを各局から収集し、全市に展開

した。 

 

総務局 

他全局 

区役所業務の見直し 区役所窓口業務について、以下のとおり検討を続ける

とともに、見直し可能なものから順次実施した。 

国保年金課業務については、平成 30 年 11 月より  

小倉北区国保年金課の窓口等の委託化を開始した。  

また、平成 31 年 1 月からは、小倉南区、八幡西区に

おいても委託化に向けた、人材派遣による窓口業務等を

開始した。 

児童手当に係る窓口業務については、国が平成 29 年

7 月から開始しているマイナンバーを利用した子育て

ワンストップサービス（マイナポータル）の活用なども

含め、効率的な運営に向けての検討を進めた。 

保育所業務については、保育所入所等の関連業務に  

ついての検証を行った。 

 

総務局 

市民文化 

スポーツ局 

保健福祉局 

子ども家庭局 

（２） 給与水準 

１ 職員給与の適正化 

 技能労務職の給与水準

の見直し 

 

 平成 30 年度より技能労務職員の職を廃止した。 総務局 

特殊勤務手当の見直し ４７手当を１２手当とする等の取組みを行った（２１

手当を廃止、１９手当を５手当にする統合等）。 
総務局 

 退職手当水準の引下げ 国の制度改正に伴い、国と同程度の水準引下げを実施

した。 
総務局 

２   その他 

 厚生会事業の見直し 厚生会の新入学貸付の申込みを停止し、事業を簡素化

した。 

また、さらなる事業見直しに向け、厚生会理事等によ

る勉強会を開催した。 

 

総務局 

（３） 優秀な人材の確保及び職員構成の高齢化への対応のあり方 

1 早 期 希 望 退 職 制 度 の 

導入 

早期希望退職制度について、平成３０年度も引き続き

実施し、年齢構成の適正化に努めた。 

 

総務局 
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項 目 内 容 所管局 
2 採用試験 平成 29 年度採用試験から公務員試験対策不要の 

試験区分「行政（特別枠）」の受験会場に新たに東京  

会場を設け、首都圏近郊からの U・I ターン希望者が 

より受験しやすい環境を整備した。平成３０年度の  

「行政（特別枠）」の倍率は 11.4 倍となり、引き続き

優秀な人材の確保につながっている。 

就職活動開始時期の変更については、国の通知や他 

都市の動向を踏まえながら、適切なスケジュールにて 

採用活動を行った。 

 

人事委員会 

総務局 

 

 

 

Ⅱ 外郭団体改革について（効果額：３３９百万円） 

1 基本的な考え方 

項 目 内 容 所管局 

（１） 市の適切な関与による政策の実現 

 1 ミッションの遂行状況

の評価 

 

外郭団体および各所管局において、市から示されたミ

ッションの遂行状況について、成果の視点で評価した。 

評価内容については、外部有識者で構成する「北九州

市外郭団体評価会議」の検証を受け、ホームページに 

公表した。 

 

総務局 

関係局 

2 派遣等の見直し 外郭団体への職員派遣については、必要な職員数を 

精査し、見直しを進めた。 

また、市ＯＢの報酬や任期について、ホームページに

公表した。 

 

総務局 

関係局 

３ 補助金・委託料等の精査 市から外郭団体に支出している補助金・委託料の適切

な執行・確認を行った。 

 

総務局 

関係局 

４ 随意契約の適正化 

 業務委託にかかる事業

者への意思確認 

 

 

特命随意契約による外郭団体への業務委託について

は、公募型プロポーザル方式など競争性のある契約方法

に変更するなど、適正化に努めた。 

また、特命随意契約の状況については、議会に報告 

するとともに、ホームページ等で公表した。 

 

 

 

総務局 

関係局 

特命随意契約の妥当性

の検証 

 

 

特命随意契約に関する

情報公開 
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項 目 内 容 所管局 

（２） 外郭団体の効果的・効率的な事業運営 

１ 組織運営の見直し 

 外郭団体におけるトッ

プマネジメントの強化 
 

団体の経営トップについては経営感覚のある人材の

登用に努めるとともに、各団体の今後の方向性や経営 

状況等に合わせ、必要最低限の正規職員の採用や改正 

労働契約法及び働き方改革関連法などの労働関係法 

への対応など、団体の実情に応じた職員体制の確保、 

給与体系等の見直しに取り組んだ。 

総務局 

関係局 

 組織・人員体制の効率化 
 

給与体系の見直し 
 

外郭団体における人材

育成 
 

２ Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル に 

よる事業運営 

 外郭団体におけるミッションの遂行状況を客観的に

評価するため、各団体の目指す成果及び活動内容につい

て指標を設定・修正し、ミッション達成に向けた具体的

な活動を行った。 

 

総務局 

関係局 

（３） その他 

1 公 益 財 団 法 人 の 基 本 

財産等の返還 

返還可能な団体や金額、返還時期等について整理し、

今年度は、3.2 億円の基本財産（出資金含む）の返還を

受けた。 

 

総務局 

関係局 

 

 

2 各団体の見直し 

項 目 内 容 所管局 

（１） 主なもの 

1 アジア成長研究所 高度なアジア研究を推進するとともに、地域への知的

貢献のため、成長戦略フォーラムなどの市民向け講座を

開催した。 

 

企画調整局 

2 北九州国際交流協会  運営課題に対する効果的かつ効率的な事業実施や 

組織のあり方について検討し、平成 30 年度より、総務

部門の再編を行った。 

 

企画調整局 

３ 北九州市芸術文化振興

財団 

公演の質と量を維持しながら、市民が享受できる優れ

た公演事業を実施した。 

また、効率的な運営を図るため、文化庁等からの助成

金の調達など、外部資金を獲得するよう努めた。 

 

市民文化 

スポーツ局 

 

４ アジア女性交流･研究

フォーラム 

第３次北九州市男女共同参画基本計画を踏まえた 

調査・研究の実施、研究成果の発信などとともに、北九

州市外郭団体評価会議の協議結果を基に、今後のフォー

ラムのあり方を検討した。 

 

総務局 

５ 北九州輸入促進センター 積極的なテナント誘致活動やテナントサービスを  

強化するなど、健全経営の維持に向けた取組みを実施 

した結果、単年度黒字を継続して達成した。 

 

産業経済局 
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項 目 内 容 所管局 
６ 北九州テクノセンター 入居者の賃料負担軽減を図る誘致活動の展開など、 

入居率の向上につながる効果的な取組みを行い、収益の

向上を図った。 

 

産業経済局 

７ 北九州産業学術推進機構 平成３０年４月、九州ヒューマンメディア創造センタ

ー（ＨＭＣ）と統合し、ものづくり分野に精通した北九

州産業学術推進機構（ＦＡＩＳ）と、情報通信分野で  

優位性を持つＨＭＣのそれぞれの強みを融合し、ロボッ

トやＩｏＴ（モノのインターネット）の活用等による 

地域企業の生産性向上に向けた支援を強化した。 

また、統合後に策定した「（公財）北九州産業学術  

推進機構（ＦＡＩＳ）第５期中期計画」に基づき事業を

実施し、市のミッションの成果指標について概ね目標を

達成した。 

 

産業経済局 

８ 北九州観光コンベンシ

ョン協会 

中期経営計画については、平成 29 年４月に北九州市

観光協会と統合したことにより、今後の収支計画の見直

しを行い、令和元年度中の策定に向け検討を進めた。 

（計画期間：令和２～５年度） 

また、総務部門の人員配置の見直しについては、ＭＩ

ＣＥ事業と観光事業の業務を一部集約するなど、効率的

な運営体制構築のための再編を行った。 

 

産業経済局 

 

９ 皿倉登山鉄道  外国人観光客の集客に向けた広報 PR や、皿倉山山

頂でのイベント等の実施、夜景の魅力ＰＲ強化などを通

じて、集客アップ・増収に取り組んだ。   

また、平成 30 年 10 月に、（一社）夜景観光コンベ

ンション・ビューローから「日本新三大夜景都市」の認

定を受けたことも、集客アップに繋がった。 

 

産業経済局 

1０ 北九州高速鉄道 「北九州モノレール 中期 5 か年計画」（平成２７～

３１年度）に基づき経営改善施策を進めており、平成 

３０年度は、全車両に英語での案内放送を追加する  

など、インバウンド対応の強化を実施した。 

また、企画列車の運行も継続して行い、輸送人員の増

を図った。 

 

建築都市局 

1１ 北九州市住宅供給公社 中期経営計画（平成 29～33 年度）に基づき、定住

対策として、新卒者向けの家賃等優遇制度や、親族間 

相互の見守りのため市内に転入する世帯への家賃等 

優遇制度を継続して実施した。 

また、計画的な修繕やリノベーションの実施などスト

ックの有効活用に取り組んだ。 

 

建築都市局 

（２） その他 

1 全団体 「北九州市行財政改革大綱」を踏まえた上で、団体が 

把握している課題や市の改善指導に対し、取組みを行っ 

た。 

 

総務局 

関係局 
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Ⅲ 官民の役割分担と持続的な仕事の見直しについて 

（効果額：６，３７２百万円）〔※人件費相当分除く〕 
1 官民の役割分担に係る具体的な取組み 

項 目 内 容 所管局 

（１） 既に定型的な業務としてのまとまりがある業務 

１ 全面民間委託の方向とする業務 

 

一般ごみ収集運搬業務 一般ごみ収集運搬業務については、未実施であった 

残り１割について民間委託を実施し、全面民間委託を 

完了した。 

保育所調理業務（平成２９年度末現在、１３所民間 

委託済）において、残り５所の直営保育所（平成３０年

４月から民営化の中央保育所を除く。）の民間委託を 

実施し、全面民間委託を完了した。 

斎場における火葬業務については、東部斎場及び西部 

斎場について民間委託を実施した。 

 その他（自動車運転手、自動車整備士、守衛）の業務

においても、予定どおり民間委託を実施した。 

学校給食調理業務については、平成３０年度に直営校 

１５校のうち９校で民間委託を実施し、直営で調理業務

を行っている小学校は６校（平成３０年度末時点）と 

なった。 

 

環境局 

子ども家庭局       

保健福祉局 

総務局 

 

市民文化 

スポーツ局 

 

市議会 

事務局 

 

教育委員会 

保育所調理業務 

斎場業務員の業務 

自動車運転手の業務 

自動車整備士の業務 

守衛の業務 

学校給食調理業務 

※特別支援学校を除く 

２ 嘱託化の方向とする業務 

 校務員の業務  嘱託員への移行のあり方等について、検討を行った。 

 
教育委員会 

３ あり方等について検討する業務 

 環境業務指導員の業務 一般ごみ収集運搬業務の全面民間委託化の一方で、 

北九州市環境審議会の「ごみステーションのあり方」に

関する答申を踏まえ、業務内容及び組織体制の再編、 

拡充を行った。 

 

環境局 

（２） 民間事業としても行われている業務 

１ 保育所  「元気発進！子どもプラン（第２次計画）」に基づき、

平成３０年４月中央保育所の民営化を行った。 

 また、穴生保育所の平成３１年４月の民営化開始に 

向け、運営事業者の公募、選定、保育の引継ぎなどの  

準備を行った。 

 

子ども家庭局 

２ 幼稚園 「公立幼稚園の今後の方向性」に基づき、松ケ江幼稚

園及び若松幼稚園を平成３０年度末に閉園した。 

 

教育委員会 

３ 病院 効率的かつ効果的な病院経営に努めるとともに、平成

３１年４月の地方独立行政法人化に向け、自立的な業務

運営体制の構築に向けた検討を進めた。 

病院局 

 
※平成 31 年 4 月からの 

市立病院の独法化に伴い、 

所管局は保健福祉局に移行 
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項 目 内 容 所管局 
４ 市営バス 「第２次北九州市営バス事業経営計画」（平成２８～

３２年度）に基づき、安全・安心な運行を確保し、利用

者サービスの向上に努めた。 

また、ダイヤ改正や貸切事業等の営業強化、地域に 

密着した利用促進の取組み等により、収入の確保に努め

た。 

 

交通局 

５ 障害福祉施設 平成３０年４月１日付で小池学園を社会福祉法人 

に譲渡した。 

また、平成３０年１１月１日付で 2 施設（日明リサ

イクル工房、若松工芸舎）を社会福祉法人へ譲渡した。 

 

保健福祉局 

 
 

 

2 持続的な仕事の見直しに係る具体的な取組み 

項 目 内 容 所管局 

（１） 官民の役割分担に関する事項 

１ 民間活力の更なる導入 

 総務事務センター業務 令和元年度及び令和２年１０月からの第３期契約に

向け、さらなる委託拡大を図るため、事務の洗い出し等

を行った。 

総務局 

税務事務 市県民税及び固定資産税の課税事務について、業務 

内容の分析や整理を行い、事務効率化の観点から一部 

委託化・委託拡充に向けての検討を行った。 

 

財政局 

区役所業務の見直し 

【再掲】 

（５）ページの再掲  

 

 

 

 

 

 

 

総務局 

市民文化 

スポーツ局 

保健福祉局 

子ども家庭局 

 

レ イ ン ボ ー プ ラ ザ の 

管理運営委託の見直し 

 

 民間事業者への委託を含め、レインボープラザを効率

的に管理運営する方法を検討した。 

 

 

保健福祉局 

２ 指定管理者制度の新規導入 

 総合農事センター 

（一部新規導入） 

平成３０年 4 月から指定管理者制度を導入し、飲食

の拡充など利用者サービスの向上を図った。 

 

産業経済局 

 門 司 地 区 港 湾 施 設 

（一部新規導入） 

 

門司区内に所在する港湾施設の一部に指定管理者 

制度を導入し、適切な管理・運営に努めた。 

 

港湾空港局 
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項 目 内 容 所管局 

３ 市の関連団体、民間事業者等に対する支援のあり方 

 ＣＣＡ北九州のあり方

の検討 

ＣＣＡの根幹事業は継続して実施するとともに、地域

還元に資する事業の強化を図った。 

また、他事業との連携を含め、今後のあり方の検討を

行った。 

 

市民文化 

スポーツ局 

 

北九州市社会福祉協議

会補助の見直し 

 地域支援体制の強化と法人機能の集約化による事務

効率化を図るため、北九州市社会福祉協議会と各区社会

福祉協議会の合併に向けた協議や認可手続きを進めた。 

 

保健福祉局 

 わっしょい百万夏まつ

りの実施内容の見直し 

わっしょい百万夏まつり振興会と協議し、会場レイア

ウトの見直しなどを行うことにより、経費削減を図るこ

とができた。 

 

産業経済局 

（２） 事業内容等の見直しに関する事項 

１ 組織横断的な視点での事業の再構築など事業の抜本的な見直し 

 キャリアアップ事業等

のあり方の見直し 

 

公共施設マネジメント実行計画や生涯学習事業の 

あり方の見直しなどを踏まえ、キャリアアップ講座の 

集約を検討した。 

 

保健福祉局 

総務局 

 

生涯学習事業のあり方

の見直し 

行財政改革の視点を取り入れた「北九州市生涯学習 

推進計画≪“学びの環”推進プラン≫」に基づき、多様

な生涯学習実施機関のネットワークのあり方を考える、

「北九州“学びと活動の環”推進ネットワーク」を考え

る会での意見を踏まえ、テーマごとに立ち上げたプロジ

ェクトにおいて取組みを実施した。 

市民文化 

スポーツ局 

 
総務局 

 
保健福祉局 

 
教育委員会 

 

２ 行政サービスや受益と負担水準のあり方 

 施 設 使 用 料 及 び 減 免 

制度の見直し 

｢公の施設に係る受益と負担のあり方」（平成 29 年

12 月策定）をふまえ、使用料等見直しの取組みを進め

た。 

企画調整局 

他 

 

 公共施設における駐車

場の有料化 

 

公共施設に付属する駐車場について、市街地で台数の

多い場所の長時間駐車を対象に、有料化の検討・実施を

進めた。 

 

企画調整局 

 広域研修他自治体職員

受け入れ経費の見直し 

 

外郭団体職員の本市職員研修への受入れにあたり、 

令和元年度から負担金を徴収することとした。 

 

総務局 

 学 校 施 設 開 放 に よ る 

使用料の徴収 

 

小・中学校の施設を開放するとともに、平成３１年 

４月１日からの学校施設使用料の徴収実施に伴い、「北

九州市学校施設使用料条例」を制定した。 

 

教育委員会 

３ その他事業の効率性、費用対効果などの視点による見直し 

 戸 畑 Ｄ 街 区 関 連 施 設 

跡地活用 

 

戸畑Ｄ街区関連施設跡地 7 箇所（11 施設）について、

2 箇所（2 施設）を売却したほか、1 箇所（３施設）に

ついて、跡地活用方針の調整が完了した。                  

企画調整局 

 
財政局 
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項 目 内 容 所管局 
公の施設の管理運営を

行う指定管理者の更新

時の業務の見直し 

平成 30 年度に指定管理者の更新を行った 10 件に 

ついて、使用料収入の増加や、情報ネットワークサービ

スの見直しなどにより経費を節減することができた。 
また、一部の施設の廃止や休館により、事業費が減額

となった。 

 

総務局 

広告事業の拡充 ネーミングライツの更なる拡充のため、ネーミングラ

イツ活用方針の見直しを検討した。 
総務局 

Ｇ Ｉ Ｓ 高 度 利 用 推 進 

事業 

地番図データ（固定資産ＧＩＳ）を活用することに 

より、ＧＩＳ上での画地計測による土地評価事務の省力

化及び紙で管理していた評価用図面のペーパーレス化

と、問い合わせ対応の短縮を図ることができた。 

財政局 

口 座 振 替 済 通 知 書 の 

見直し 

市税の口座振替利用者全員に送付していた口座振替

済通知書を、希望者のみ送付する方法に見直した。 

 

財政局 

賦課徴収事務（航空写

真による家屋の異動判

読業務）の見直し 

 

土地業務で行っている新旧住宅地図データの経年 

変化比較調査を、現在の航空写真による異動判読業務の

代替手段とする検討を行った。 

財政局 

未 利 用 市 有 地 の 売 却 

促進 

公共施設マネジメント実行計画等によって発生した

未利用市有地を整理し、広報して売却を進めた結果、 

２３物件を売却した。 

 

財政局 

他 

 

消 費 生 活 相 談 体 制 の 

見直し 

相談件数の推移等を考慮し、効率的な相談体制につい

て検討を行った。 
市民文化 

スポーツ局 

 

区役所電話交換業務の

見直し 

区役所内線網の構築といった、電話交換に係る通信 

機能等を小倉北区役所内に集約し、電話交換業務の実施

体制の見直しを進めた。 

市民文化 

スポーツ局 

 

Ａ Ｅ Ｄ 一 体 型 広 告 の 

導入 

区役所、出張所及びスポーツ施設にＡＥＤ一体型広告

を掲出した。 

 

市民文化 

スポーツ局 

国 民 健 康 保 険 料 収 納 

体制の見直し 

徴収嘱託員を段階的に削減し、集金制度を平成 30 年

度末をもって廃止する一方、収納体制を見直し、業務の

効率化を図った。 

 

保健福祉局 

「北九州市立食肉セン

ター事業経営計画」に

基づく事業の見直し 

 

「北九州市立食肉センター事業経営計画」に基づき、

現状と畜頭数を維持することで一定の収入を確保する

一方、施設稼働率の平準化などに取り組み、運営経費の

節減を図った。 

 

保健福祉局 

子 育 て に 関 す る 相 談 

窓口体制の見直し 

親子ふれあいルームや保育所の地域活動事業との 

機能の統合・整理を図るため、地域子育て支援センター

１箇所について廃止に向けた取組みを行った。 

 

子ども家庭局 
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項 目 内 容 所管局 
保育士処遇改善・保育

士 確 保 に 係 る 歳 入 の 

確保 

 

保育士処遇改善、保育士確保に係る国庫補助等の補助 

財源の確保・拡充のため、国や県に対して要望を行った。 

 

子ども家庭局 

旧 林 業 振 興 セ ン タ ー 

跡地の有効活用 

 平成２７年度から引き続き、普通財産として民間と 

賃貸借契約を締結し、売却に向けて協議を行った。 

 

産業経済局 

ため池の有効活用 市街化区域内にあり、農業利用がなくなっていたため

池（三軒屋池）の売却が完了した。また、同様の状況に

ある他のため池について、売却等に向けた準備を進め

た。 

 

産業経済局 

えのきセンター用地の

有効活用 

 

遊休施設となっているえのきセンターの土地の有効

活用を図るため、売却に向けて関係者と協議を重ねた。 

 

産業経済局 

環境エレクトロニクス

研究所のあり方の検討 

拠点化推進事業の中間評価を踏まえ、引き続き今後の

あり方について検討を行った。 

 

産業経済局 

農 業 委 員 会 の 体 制 の 

見直し 

東西農業委員会の統合に向け、統合後の組織のあり方

等について検討を進めた。 

 

農業委員会 

公 募 設 置 管 理 制 度 

（Ｐark-PFI）の導入に

よる歳入の確保 

小倉都心部の更なる賑わいづくりのため、公募設置管

理制度（Park-PFI）を活用し、勝山公園鷗外橋西側橋

詰広場で民設民営による飲食施設整備・運営を行うこと

で、公園利用者の利便性の向上とともに、使用料の増加

を図った。 

 

建設局 

市 営 住 宅 敷 地 の 有 効 

活用（市営住宅駐車場

整備事業及び自動販売

機の設置） 

 

駐車場が不足している団地に駐車場を整備し、団地内

の不法駐車の解消及び駐車場使用料の増加に努めた。 

また、介護事業者や親族等が一時使用するためのコイ

ンパーキングを整備し、市営住宅敷地内に自動販売機を

設置することで、団地入居者等の利便性の向上を図っ

た。 

 

建築都市局 

駐車場特別会計のあり

方 

 

市が管理を継続する駐車場について、次期指定管理者

の選定を行った。 

また、駐車場の需要と供給のバランスが確保できて 

いることを踏まえ、駐車場マネジメント実行計画に基づ

き、中央町駐車場を平成３１年３月３１日付で廃止  

した。 

 

建築都市局 

航路誘致促進等による

使用料収入の増加 

北九州市の港湾の利用促進と新規航路開設に向けた

誘致活動に取り組んだ。 

 

港湾空港局 

臨海部産業用地の売却

促進 

 

【マリナクロス新門司】 

企業に対し分譲活動等を進めた結果、平成３０年度は

４件の売却及び１件の長期賃貸契約を締結した。 

【響灘地区の産業団地】 

製造業等と分譲契約を締結し、平成３０年度は５件の

売却を行った。 

 

港湾空港局 



１４ 
 

項 目 内 容 所管局 
上下水道事業の見直し

（増収対策、経費節減

対策） 

必要な事業を推進しながら、持続可能な事業運営を 

行っていくために、増収対策・経費節減対策に取り組み、 

経営基盤の強化を図った。 

 

上下水道局 

市営貸切バスの稼働率

向上 

クルーズ船誘致に伴うシャトル便運行の新規受注や

貸切バス更新による営業力の強化により、稼動率が向上

し、一般貸切収入が増加した。 

 

交通局 

「第２次北九州市営バ

ス 事 業 経 営 計 画 」 に 

基づく業務の改善 

「第２次北九州市営バス事業経営計画」（平成２８～

３２年度）に基づき、エコドライブの推進等に取り組み、

コスト節減に努めた。 

 

交通局 

材 料 費 の 削 減 （ 物 品 

管理業務の見直し） 

診療材料等の調達から管理、搬送までを一括して   

担い、期限切れによる廃棄や過剰在庫の解消、請求・   

発注業務の軽減、保険請求漏れを防止し、病院経営を  

サポートするシステム（ＳＰＤ）により、調達コスト  

削減を図った。 

また、薬品における後発品の採用を促進し、薬品費の

削減に取り組んだ。 

 

病院局 

 
※平成 31 年 4 月からの 

市立病院の独法化に伴い、 

所管局は保健福祉局に移行 

戸 畑 高 等 専 修 学 校 の 

入学者数の改善 

卒業後の進路の選択肢を広げるための教育内容の 

充実や情報発信など、入学者に対しての魅力をより高め

るための取組みを進めた。 

また、平成２９年度入試より入学者数を増やすための

有効な方法として、推薦入学者選抜を新たに導入した 

ほか、平成３０年度に推薦入試に実技試験を導入する 

変更を行うことで志望意志の強い生徒を募集した。 

 

教育委員会 

視聴覚センター事業の

見直し 

教育センター内への移転に伴い、視聴覚センターで 

実施している研修事業や普及事業の見直しを行った。 

 

教育委員会 

特 別 会 計 の 剰 余 金 の 

活用等 

特別会計の剰余金の活用等により、一般財源負担の 

軽減を図った。 

 

全局 

そ の 他 裁 量 的 経 費 の 

見直し 

 

事業の選択と集中を図り、事務事業の見直しを行う 

とともに、公共施設等の適切な維持管理に必要な点検

費・維持補修費等の確保に努めた。 

 

全局 
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Ⅳ 公共施設のマネジメントについて（効果額：５８百万円） 

1 具体的な取組み 

項 目 内 容 所管局 

（１） 市民への説明 

1 市民への説明 講演会（参加者：253 人）や、出前講演及び出前   

トーク（34 回・延べ 1,225 人）などの市民説明に  

取り組んだ。 

 

企画調整局 

2 公共施設に関する情報

公開 

「北九州市公共施設白書」について、平成２９年度末

の施設状況に情報を更新し、平成３１年１月に公表  

した。 

 

企画調整局 

（２） 施設分野別の実行計画等の推進 

１ 施設分野別の実行計画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 市営住宅  北九州市公共施設マネジメント実行計画で位置付け

られた老朽化した市営住宅の集約・建替えを行った。 

貫第 1 工区他１団地の建替工事に着工（計 33 戸）

するとともに、北横代第 2 工区が竣工（計 30 戸）し、

後楽団地他 2 団地の除却が完了（計 78 戸）した。 

 

建築都市局 

イ 小・中学校 【学校規模適正化】 

 学校統合に伴い、伊川小学校及び北小倉小学校を平成

３０年度末に閉校した。 

【学校施設長寿命化】 

 「北九州市学校施設長寿命化計画」に基づき、4 校の

長寿命化改修工事を実施した。（志井小、則松小、上津

役小、永犬丸中） 

【施設開放、使用料徴収】 

 小・中学校の施設を開放するとともに、平成３１年 

4 月１日からの学校施設使用料の徴収実施に伴い、「北

九州市学校施設使用料条例」を制定した。 

 

教育委員会 

ウ 市民利用施設 

 (ｱ) 地域コミュニテ

ィ施設（市民センタ

ー、年長者いこい

の家）  

 

【市民センター】 

 耐用年数を考慮し、整備費用の平準化を図るため、 

計画的に改修を進めた。 

 利用区分の見直しについて、市民センター条例の改正

（平成３１年４月１日施行）を行った。 

また、市民センターの活用や、地域と市民センターと

の連携強化について、関係局や地域関係者との協議を  

実施した。 

【いこいの家】 

 年長者いこいの家の取扱いは、地域コミュニティの 

あり方や利用頻度等に留意しつつ、地域住民と意見交換

等を行いながら、丁寧に進めた。 

また、平成３０年４月に香月年長者いこいの家を廃止

した。 

 

市民文化 

スポーツ局 

保健福祉局 



１６ 
 

項 目 内 容 所管局 
(ｲ) 市民活動拠点施

設（生涯学習センタ

ー、勤労青少年ホ

ーム、男女共同参

画施設） 

【生涯学習センター】 

若松生涯学習センターの改修については、合築施設 

である若松市民会館に合わせて、改修工事の実施設計の

準備を行うとともに、先行して、昇降機の改修を行った。 

八幡西生涯学習総合センター折尾分館については、 

折尾地区総合整備事業の進捗に合わせ、令和元年度末を

目標に用途を廃止する八幡西勤労青少年ホームへの 

移転に向けた検討を行った。 

【勤労青少年ホーム】 

施設利用者に対して、代替となる施設や講座の紹介等

を行った。 

【男女共同参画施設】 

 利用状況や関係規定を踏まえ、課題等について関係課

と協議を行った。 

 

市民文化 

スポーツ局 

 

保健福祉局 

 

総務局 

(ｳ) 市民会館・文化

ホール 

 門司市民会館は、門司港地域の複合公共施設に集約し 

規模を縮小する計画であることから、モデルプロジェク 

トの協議経過を確認し、今後の動きについて関係課と 

協議を重ねた。 

若松市民会館は、大規模改修工事の実施設計の準備を

行うとともに、先行して昇降機の改修を行った。 

 

市民文化 

スポーツ局 

 

(ｴ)図書館  計画に基づき、国際友好記念図書館及び戸畑分館を 

平成３０年４月１日に廃止した。また、八幡東分館の 

廃止を決定した。 

 

教育委員会 

(ｵ)青少年施設 それぞれの施設について、施設管理者や関係部局との

協議を行い、具体的な時期や対象施設についての方針を

検討した。 

 

子ども家庭局 

(ｶ)スポーツ施設 桃園市民プール（室内）整備事業について、屋外 25m

プール・幼児用プールの解体工事完了後、令和２年度の

供用開始に向けて、新たに室内プールの建設工事に着手

した。 

 

市民文化 

スポーツ局 

 

２ 

 

モデルプロジェクトの 

推進 

モデルプロジェクト再配置計画（門司港地域・大里地

域）の推進を図るため、市民や利用者を対象とした事業

説明会の開催や関係者との調整のほか、次のとおり計画

の具体化に向けた取組みを行った。 

・門司港地域:公共事業評価（事前評価１）及び基本計

画の策定 

・大里地域：居住ゾーンの民間売却等に向けた事前調査 

 

企画調整局 

３ 施 設 使 用 料 及 び 減 免 

制度の見直し 

【再掲】 

（１１）ページの再掲 

 

企画調整局 

他 

 

４ 戸 畑 Ｄ 街 区 関 連 施 設 

跡地活用 

【再掲】 

 

（１１）ページの再掲  企画調整局 

 

財政局 
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項 目 内 容 所管局 
５ 公共施設における駐車

場の有料化 

【再掲】 

 

（１１）ページの再掲 企画調整局 

６ 学 校 施 設 開 放 に よ る 

使用料の徴収 

【再掲】 

（１１）ページの再掲 教育委員会 

（３） 個別施設の取組み 

１ 個別施設の取組み 

市全体の方針や施設分野別実行計画等を踏まえ、個別施設について、公共施設マネジメントの取組み 

を進める。 

 保育所 

【再掲】 

 

（９）ページの再掲 子ども家庭局 

 幼稚園 

【再掲】 

 

（９）ページの再掲 教育委員会 

 障害福祉施設 

【再掲】 

 

（１０）ページの再掲 保健福祉局 

 旧 林 業 振 興 セ ン タ ー 

跡地の有効活用 

【再掲】 

 

（１３）ページの再掲 産業経済局 

 

 

Ⅴ その他 

項 目 内 容 所管局 

（１） 行財政改革の推進体制 

1 第 三 者 に よ る 行 財 政 

改 革 の 実 施 状 況 等 の 

検証 

 

「平成 29 年度行財政改革取組結果」及び「公共施設

のマネジメント」等について議論いただくとともに行財

政改革に取り組むにあたっての留意点等の意見が出さ

れ、第三者の立場、民間の視点から検証を受けることが

できた。 

総務局 

 


